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第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
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お
り
道
路
を
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の
で
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青
森
県
建
築
基
準
法
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昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森

県
規
則
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二
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第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
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な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
及
び
五
所
川
原
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
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項
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規
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の
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で
、
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条
第
二
項
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規
定
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よ
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次
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と
お
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公
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す
る
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二
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年
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月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
五
日

二
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五

定
款
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載
さ
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目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
市
を
基
盤
と
し
て
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
し
て
住
み
や
す
い
住
環
境
と
暮

ら
し
や
将
来
の
不
安
解
消
に
つ
い
て
体
系
的
に
提
案
し
、
各
種
の
専
門
職
と
連
携
を
と
り
な
が
ら

適
切
な
支
援
活
動
を
行
い
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
り
、
広
く
社
会
福
祉
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の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

笹
内
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

営

企

業

青
森
県
病
院
事
業
告
示
第
二
号

地
方
公
営
企
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号)

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
青
森
県
病
院
事
業
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
二
十
八
号)

別
表
に
規

定
す
る
駐
車
場
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七

年
政
令
第
四
百
三
号)

第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
七
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭
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(
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含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
早
瀬
四
三
の

六
、
四
三
の
八
か
ら
四
三
の
一
〇
ま
で
、
四

七
の
四
、
四
七
の
五
、
五
九
の
一
、
五
九
の

一
六
、
五
九
の
三
三
か
ら
五
九
の
五
二
ま
で
、

二
三
〇
の
一
、
二
三
〇
の
二
及
び
二
三
一

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字
柳
沼
一
二
〇
の
一

三

有
限
会
社

全
日
開
発

名

称

住

所

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
八
の
七

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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